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荒尾市（以下「市」という。）は、荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業（以下「本事業」

という。）について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づ

く事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施することを予定している。 

本事業に関し、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者（以下「事業者」

という。）の選定を行うに当たって、ＰＦＩ法第５条第１項の規定により実施方針を定めたので、同条第

３項の規定に基づき公表する。 
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実施方針で用いる用語を以下のとおり定義する。 
用語 定義 

市 荒尾市 

本事業 荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業 

ＰＦＩ法 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年

法律第 117 号）をいう。 

応募者 
本事業の各業務に当たる企業等により構成される、本事業への応募企業又は応

募グループをいう。 

事業者 市と本事業の事業契約を締結する民間事業者 

事業用地 別紙３「事業用地」に示す事業対象範囲をいう。 

本施設 
本事業で整備する道の駅あらお（仮称）、荒尾市保健・福祉・子育て支援施設

（仮称）、大屋根広場、駐車場、植栽、外構等を含む施設全体 

保
ほ

福子
ふ く こ

施設 荒尾市保健・福祉・子育て支援施設（仮称）の略称 

直営施設 

保福子施設のうち、以下が該当する。 

行政事務施設等は、以下から構成される。 

・行政事務室※ 

・保健機能（健診など） 

・福祉機能（主に、荒尾市社会福祉協議会が業務を実施） 

ＳＰＣ 
特別目的会社。公募型プロポーザル方式によって、応募者の中から選定された

優先交渉権者が、本事業の実施をすることのみを目的として設立する株式会社 

構成員 
応募者のうち、ＳＰＣに出資し、事業開始後、ＳＰＣから直接業務を受託又は

請け負うことを予定している企業 

協力企業 
応募者のうち、ＳＰＣに出資はせず、事業開始後、ＳＰＣから直接業務を受託

又は請け負うことを予定している企業 

構成企業 構成員及び協力企業の総称 

代表企業 応募者を代表する企業であり、ＳＰＣの最大出資比率の出資者 

※：荒尾市及び社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会が入居予定。 
 



1 

第１章 特定事業の選定に関する事項 
 
１．事業内容に関する事項 

（１）事業名称 

荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業 

（２）事業に供される公共施設の種類 

施設 
区分 

機能 施設 

道
の
駅 

地域 
連携 
機能 

物販機能 
物産販売所（バックヤード含む） 

加工施設【任意提案】 

飲食機能 飲食施設 

情報発信機能 地域情報発信施設 

休憩機能 
トイレ 
ベビーコーナー 
休憩スペース 

防災機能 

備蓄倉庫 
自家発電施設 
BCP 対策電源（※市が調達・設置） 
マンホールトイレ、貯水施設等 

その他 
事務室 
会議室（主に施設運営者用） 
エリアマネジメント事務室 

交流 
空間 

交流機能 大屋根広場 

保
福
子
施
設 

行政事務 
（直営施設） 

行政事務室、会議室（主に行政事務用） 

保健機能 
（直営施設） 

健診会場※、待合スペース※、印刷作業室、更衣室、倉庫、書庫スペ
ース、洗濯室、検診車駐車スペース 

福祉機能 
（直営施設） 

介護予防スペース※、貸室、コホート研究室、コホート展示室、書庫、
倉庫、啓発コーナー 

子育て機能 

遊び場スペース（子ども図書スペース含む） 
託児室 
情報コーナー、ベビーコーナー 
ベビーカー置き場 

多世代交流機能 

多目的スペース※ 
調理室 
飲食・休憩スペース 
相談室（直営施設） 

その他 
事務室 
トイレ 

外構 休憩機能 
駐車場 
車中泊対応駐車スペース 

※印のある施設については、諸室機能を兼ねるものとする。詳細は、要求水準書で明らかにする 

（３）公共施設等の管理者等の名称 

荒尾市長 浅田 敏彦 

（４）事業目的 

市では、廃止した競馬場の跡地を有効活用して、中心拠点である荒尾駅周辺における先導的
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な開発地「南新地地区」を新たな都市機能誘導の重点地区として、平成 28 年度から約 34.5ha

の土地区画整理事業を推進している。令和元年８月には、「有明海の夕陽が照らすウェルネス

タウンあらお」をコンセプトとする「南新地地区ウェルネス拠点基本構想」を策定し、子ども

から高齢者まで全ての人々が、心豊かに健康で快適に過ごせる居住環境・交流環境を創出する

ために必要な手段や機能を定めた。その中では、地区に整備を計画する「道の駅」や「保健・

福祉・子育て支援施設（仮称）」との連携や民間事業者の誘導、多世代の健康と観光を軸とし

た「荒尾ならではのウェルネス拠点」を目指すこととしている。これを受けて、令和元年度か

ら３年度にかけて、「道の駅」と「保健・福祉・子育て支援施設（仮称）」それぞれについ

て、基本構想及び基本計画を策定したところである。 

本事業は、両基本計画で策定した内容の実現に向けて、「道の駅あらお（仮称）」（以下「道

の駅」という。）及び「保健・福祉・子育て支援施設（仮称）」（以下「保福子施設」という。）

の一体的な整備及び維持管理・運営について、民間事業者の有する資金やノウハウを活用し、効

率的及び効果的な事業実施を図ることを目的として、ＰＦＩ事業として実施するものである。 

（５）施設コンセプト 

ア 道の駅あらお（仮称） 

（ア）コンセプト 

「南新地地区ウェルネス拠点基本構想」（令和元年８月）及び「道の駅あらお（仮称）基

本構想」では、南新地地区及び道の駅のコンセプトを、以下のように位置づけています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（イ）コンセプトを具体化する戦略及び魅力づくりの方向性 

ａ コンセプトを具体化する戦略 

道の駅あらお（仮称）のコンセプトを具体化するため、荒尾市の弱みを克服するための戦

略と、強みを活かすための戦略を定めます。 

 
【弱みを補い機会を活かす視点】 

 
有明海沿岸道路の延伸による交通環境のさらなる向上を機会に、有明海沿岸地域にある道の駅

の連携（有明アライアンス）により、道の駅あらお（仮称）における商品・コンテンツの充実を

図るとともに、「有明」ブランドの確立により、新たなマーケットの創出を目指します。 

戦略①有明海沿岸地域の連携による産品・コンテンツの充実、マーケットの創出 
（有明アライアンス） 

基本構想の位置づけ等 

◆南新地地区のコンセプト：（南新地地区ウェルネス拠点基本構想） 
有明海の夕陽が照らすウェルネスタウンあらお 

◆道の駅のコンセプト：（道の駅あらお(仮称)基本構想） 
しあわせと元気の創造ステーション  

～有明の海と小岱の山で紡ぐ「食ものがたり」～ 
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【機会をとらえて強みを最大限に活かす視点】 

 
ウェルネス拠点やスマートシティなどの「荒尾ならでは」の取組に加え、荒尾市が誇る地域資

源や立地上の強みを活かして人を呼び込むことを目指します。 

 

【機会を活かして誰もが活躍する視点】 

 
道の駅あらお（仮称）が、今後、「第３ステージ」を迎えた道の駅をけん引するモデルとなる

よう、隣接する保健福祉子育て支援施設とも連携し、あらゆる世代が「道の駅」で活躍するため

の環境の充実を進めます。 

 
ｂ 魅力づくりの方向性 

コンセプト及びコンセプトを具体化する戦略を踏まえ、道の駅あらお（仮称）ならではの

魅力づくりを進める上での基本となる考え方として、「魅力づくりの方向性」を明らかにし

ます。 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

出典：「道の駅あらお（仮称）基本計画」（令和３年４月） 
  

戦略②荒尾市の強み（ポテンシャル）を活かした魅力づくり 

戦略③あらゆる世代が活躍する舞台としての地域センター・居場所づくり 

●方向性１：周辺施設と連携し、健康づくりやアウトドアなどの新たなニーズも踏まえた機能
の整備により、他の道の駅にはない価値を提供します。 

●方向性２：荒尾・有明ならではの地域資源の活用により、ニューノーマルに対応した、「食」
を中心とした感動体験を提供します。 

●方向性３：魅力ある「ゲートウェイ」を形成し、圏域内での連携による交流の促進や災害
時の安全・安心の場を提供します。 

●方向性４：スマート技術に支えられた、便利で快適なまちの魅力を体感できる場を提供し
ます。 
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イ 保健・福祉・子育て支援施設（仮称） 

（ア）施設のコンセプト 

地域資源と先進技術を活かした荒尾市ならではの健康づくりや福祉、子育てをワンストップで

支援するサービスを提供し、ウェルネス拠点基本構想に定める心身の健康づくりの中核拠点とし

て多世代の市民が利用する施設とするために、保福子施設整備の基本理念（コンセプト）を以下

のとおり定める。 
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（イ）本施設の特徴 

保健、福祉、子育て支援分野を集約し、本施設ができることにより、多世代にわたって利用者

に提供できる新たな価値としての機能イメージを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「保健・福祉・子育て支援施設（仮称）基本計画」（令和３年 10 月） 

  

【福祉×保健機能】 
・若い世代やシニア世代への 

食育や交流ができる 
・健康診査と併せて認知機能

検査を実施し、認知機能の
低下を早期に発見することが
できるようになる 

・貸室でサークル活動等を 
行うことができ、健康づくりや 
生きがいにつながる   など 

【福祉×子育て支援機能】 
・多世代交流などで、読み聞かせや昔遊びなどが体験できる 
・子ども食堂や子どもサロンを利用することができる  など 

成人 など 

子育て世代 など 

シニア世代 など 

託児 

保健機能 

子育て支援機能 福祉機能 

生活支援 

全世代型健康づくり 

社会参加 子どもの遊び場 

子育て世代の交流 多世代交流 

多様な活動を通して集まる 

多様な人の相談に 

ワンストップで対応できる 

【保健×子育て支援機能】 
・健診(検診)や相談を受ける間に

子どもを預けることができる 
・子どもを対象とし食育をテーマにし

た調理体験プログラムなどを受ける
ことができる 

・思い切り体を動かせる広々とした遊
び場スペースがあり、楽しく健康づく
りができる  など 
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（６）事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき実施するものとし、対象施設ごとの事業方式を以下に示す。 

事業方式 内容 

ＢＴＯ方式 

（ Build Transfer 

Operate） 

事業者は、本施設について、設計・建設を行った後、市に所有

権を移転し、事業期間中において維持管理及び運営業務を実施す

る。 

なお、保福子施設のうち行政事務室等（以下「直営施設」とい

う。）については、事業者による運営業務の対象外とする。 

（７）施設の位置づけ 

本施設は、「地方自治法」（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条に基づく「公の施設」として設

置する。 

（８）事業スケジュール（予定） 

事業者は、本施設の開業日に間に合うように施設整備及び開業準備を計画すること。本施設は、

令和７年度中の開業を必須とする。開業までの設計・建設期間及び開業準備期間は、事業者の提

案に委ねる。 

項目 実施時期・期間 

基本協定の締結 令和５（2023）年１月 

事業契約の仮契約締結 令和５（2023）年２月 

事業契約に係る議会の議決 令和５（2023）年３月 

事業契約（本契約）の締結 令和５（2023）年６月 

設計・建設期間 令和５（2023）年７月から本施設の引渡し日まで 

本施設の引渡し日 

（所有権の移転） 
開業準備期間開始前まで 

開業準備期間 本施設の引渡しから開業日まで 

開業日 令和８（2026）年３月 

維持管理・運営期間 開業日から令和 23（2041）年３月末日 

 
なお、本事業は交付金の活用を検討しており、本契約の締結は当該交付金の交付（不交付）決

定日以降を予定している。よって交付（不交付）決定の時期によっては、事業契約の締結時期が

前後する可能性がある。その場合は、当該契約締結時期から令和 23 年３月末日までの事業期間

とする。 

（９）事業範囲 

事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。なお、業務範囲の詳細については、要求

水準書で明らかにする。 

ア 統括管理業務 

（ア）統括マネジメント業務 

（イ）予算・決算業務 

（ウ）書類等の管理及び記録の作成業務 

（エ）事業評価業務 

イ 設計業務 
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ウ 建設業務・工事監理業務 

エ 開業準備業務 

（ア）維持管理・運営体制の確立業務 

（イ）開業前の広報活動及び予約受付業務 

（ウ）開館式典、内覧会等の実施業務 

（エ）開業準備期間中の維持管理業務 

オ 維持管理業務 

（ア）建築物保守管理業務 

（イ）建築設備保守管理業務 

（ウ）備品等保守管理業務 

（エ）外構等保守管理業務 

（オ）環境衛生管理業務 

（カ）清掃業務 

（キ）備蓄倉庫管理業務 

（ク）警備業務 

（ケ）修繕・更新業務 

カ 運営業務 

（ア）道の駅 

ａ 地域連携業務 

ｂ 情報発信業務 

ｃ 関係団体連携業務 

（イ）交流空間 

ａ 賑わい交流事業 

（ウ）保福子施設 

ａ 子どもの遊び場運営業務 

ｂ 保護者交流及びネットワーク化促進業務 

ｃ 託児業務 

ｄ 関係団体連携業務 

キ その他 

（ア）エリアマネジメント活動連携業務 

（イ）スマートシティ関連業務 

（ウ）広報業務 

（エ）安全管理業務 

（オ）自動販売機管理業務 

（カ）総務業務 

（キ）関係者協議会開催業務 

（ク）自主事業（その他、本施設を活用した各種講座、教室、イベント等、事業者が独立採算に

て実施する業務） 
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（10）事業者の収入及び負担 

本事業における事業者の収入及び負担は、次のとおりである。なお、詳細については、要求水

準書で明らかにする。 

ア 設計及び建設業務の対価 

市は、事業者が実施する設計及び建設業務に係る対価について、市への所有権移転後、事業期

間終了までの間、事業契約においてあらかじめ定める額を、維持管理・運営期間にわたり、割賦

方式により事業者に支払う。 

なお市は、設計及び建設業務の対価の一部について国の交付金の活用を予定しており、これら

の収入については、施設整備期間中及び竣工段階において支払う場合がある。 

イ 開業準備業務に係る対価 

市は、事業者が実施する開業準備業務に係る対価について、事業契約においてあらかじめ定め

る額を、維持管理・運営期間にわたり事業者に支払う。 

ウ 維持管理及び運営業務に係る対価 

市は、事業者が実施する維持管理及び運営業務に係る対価について、事業契約においてあらか

じめ定める額を、維持管理・運営期間にわたり事業者に支払う。 

エ その他の収入 

（ア）利用料金収入 

市は、事業者を指定管理者に指定することで、地方自治法 244 条の２の規定により、指定

管理者に公の施設の利用に係る料金（以下「利用料」という。）を収入として収受させるこ

とができる「利用料金制度」を導入する。これにより、事業者は、公の施設の利用者からの

利用料を収入とすることができる。 

（イ）独立採算事業による運営収入 

本施設において、事業者が独立採算事業として実施する業務（道の駅のうち、物産販売所、

飲食機能、加工施設（任意提案）、飲食施設。以下同じ。）に係る売上は、事業者の収入とす

ることができる。 

なお、事業者の提案により加工施設の設置・運営及び出荷者協議会の設立・運営を実施す

る場合は、設置から運営（又は設立から運営）を含めて独立採算事業として実施すること。 

オ 使用料の負担 

事業者は、独立採算事業を実施するに当たり、事業契約書に定める額を、施設使用料として、

市に対して支払うものとする。 

カ 光熱水費の負担 

本施設の光熱水費は、事業者が独立採算事業として実施する業務については、全て事業者が支

払うものとする。 

それ以外の施設に係る光熱水費は、直営施設を除いて、事業契約においてあらかじめ定める額

を、維持管理及び運営業務に係る対価として、維持管理・運営期間にわたり事業者に支払う。 

本事業は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、光熱水費の削減をできる限り図るように

業務を実施すること。 

キ 自主事業による収入及び負担 

事業者は、本施設及び事業用地を有効活用した自主事業を、独立採算事業として、本施設の維

持管理・運営に支障のない範囲で実施することができる。 
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なお、自主事業の実施に必要な経費や光熱水費等は、全て事業者の負担とする。 

 
本施設の区分、業務範囲及び事業者の収入形態等を別紙１「本施設区分、事業範囲及び事業者

の収入形態等について」に示す。 

（11）事業の実施に必要と想定される根拠法令等 

本事業を実施するに当たって、事業者は関連する各種法令（施行令及び施行規則等を含む）、

条例、規則、要綱等を遵守すること。又、各種基準・指針等についても本事業の要求水準に照ら

し、準備すること。 

 

２．特定事業の選定及び公表に関する事項 

（１）選定基準 

市は、本事業を市が自ら実施する従来型の事業として実施した場合とＰＦＩ事業として実施し

た場合を比べ、本事業をＰＦＩ事業として実施することにより、事業期間を通じた市の財政負担

の縮減が期待できる場合、又は市の財政負担額が同一の水準にある場合において公共サービスの

水準の向上が期待できる場合に、ＰＦＩ法第７条に基づき本事業を特定事業に選定する。 

（２）選定方法 

市の財政負担額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政負担総額を算出の上、これ

を現在価値に換算することにより評価を行う。 

公共サービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととするが、定量化が困難な場合に

は、客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 

（３）選定手順 

市は、次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

ア コスト算出による定量的評価（ＶＦＭの検討） 

イ 事業者に移転されるリスクの検討 

ウ ＰＦＩ事業として本事業を実施することの定性的評価 

エ 上記の結果を踏まえた総合的評価 

（４）選定結果の公表 

本事業を特定事業として選定した場合には、その結果を評価の内容と併せて速やかに公表する。

又、特定事業に選定しないこととした場合も、同様に公表する。 

結果は市のホームページ等により公表する。 
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第２章 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
 
１．事業者選定に関する基本的事項 

（１）基本的な考え方 

本事業は、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、民間事業者の効率的・

効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能力・ノ

ウハウを総合的に評価して選定する必要があることから、事業者の選定に当たっては、市の負担

額、提案されるサービス内容をはじめ、設計能力、建設能力、運営能力、維持管理能力及び資金

調達能力等を総合的に評価することとする。 

（２）審査委員会の設置と評価 

市は、学識経験者及び市職員等から構成される「荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）ＰＦＩ事

業等審査委員会（荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）ＰＦＩ事業等審査委員会条例（令和３年条

例第 11 号）に基づく。以下「審査委員会」という。）を設置する。 

ア 委員の構成 

審査委員会は以下の委員で構成され、非公開とする。 

委員名 所属・役職等 

田中 尚人 熊本大学 熊本創生推進機構 准教授 

橋本 眞奈美 九州看護福祉大学 社会福祉学科 准教授 

髙木 洋一 荒尾商工会議所 会頭 

立石 和裕 立石公認会計事務所 公認会計士 

片山 貴友 荒尾市 保健福祉部長 

北原 伸二 荒尾市 産業建設部長 

 
イ 委員等への接触の禁止 

応募者やそれと同一と判断される企業・団体等が、優先交渉権者の決定及び公表前までに、審

査委員会の委員に対し、自ら又は第三者に依頼し自己の提案が審査において有利な扱いを受けよ

うとすることを目的として、審査に関する照会・接触等の働きかけを行った場合は、失格とする。 

又、本公募に関係する市職員及び本章３（２）ア（サ）に示すアドバイザリー業務等の受託者

に対し、自ら又は第三者に依頼し自己の提案が審査において有利な扱いを受けようとすることを

目的として、審査に関する照会・接触等の働きかけを行った場合も、同様に失格とする。 

（３）選定の方法 

本事業における事業者の募集及び選定については、競争性・透明性の確保に配慮した上で、公

募型プロポーザル方式により行うものとする。 

（４）審査の方法 

審査は、資格審査と提案審査の二段階で実施する。 

なお、各審査書類の提出方法等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

ア 参加資格審査 

参加表明時に提出する参加表明書等について、参加資格要件の具備を確認し、市は参加資格審
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査結果を応募者の代表企業に通知する。 

イ 提案審査 

募集要項と併せて公表する審査基準に従い、提案書類を総合的に審査・評価する。 

（５）優先交渉権者を選定しない場合 

事業者の募集及び選定の過程において、市の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本

事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと市が判断した場合には、特定事業の選定を

取り消すこととし、市はその旨を速やかに公表する。 

 

２．事業者の募集及び選定の手順に関する事項 

（１）事業者の募集及び選定のスケジュール（予定） 

募集及び選定に当たっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定している。 

実施方針及び要求水準書（案）の公表 令和３年 10 月 15 日（金） 

現地見学会の開催 令和３年 10 月 25 日（月） 

～令和３年 11 月５日（金） 

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見の

受付 
令和３年 10 月 15 日（金） 

～令和３年 11 月８日（月） 

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見へ

の回答公表 令和３年 12 月８日（水） 

特定事業の選定・公表 令和３年 12 月 

募集要項等の公表（募集要項、要求水準書、審査基準、

様式集、基本協定書（案）、事業契約書（案）の公表） 令和４年 １月 

募集要項等に関する質問の受付 令和４年 ２月 

募集要項等に関する質問への回答公表 令和４年 ３月 

参加資格審査の受付 令和４年 ４月 

参加資格審査結果の通知 令和４年 ４月 

参加資格審査通過者との対話の実施 令和４年 ６月 

提案書類の受付 令和４年 ９月 

優先交渉権者の決定及び公表 令和４年 12 月 

基本協定の締結 令和５年 １月 

事業契約の仮契約締結 令和５年 ２月 

事業契約に係る議会の議決 令和５年 ３月 

本契約の締結 令和５年 ６月 

（２）現地見学会の実施 

本事業の実施に当たり、現地見学会を次のとおり開催する。 

ア 日時 

令和３年 10 月 25 日（月）から同年 11 月５日（金）のうち、希望する日時 

イ 集合時間・場所 
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希望日時を踏まえ、現地見学会参加希望者に個別に通知する。 

ウ 申込方法 

現地見学会参加希望者（法人に限る）は、様式１「現地見学会 参加申込書」に必要事項を記

載の上、当該電子ファイルを第８章の４に示す問合せ先に電子メールにて送信すること。電子メ

ールの件名には「現地見学会 参加申込」と記載すること。 

なお、提出者は電話により、受信の確認を行うことができる。ただし、受付時間は市役所開庁日

の９時から 17 時までに限る。 

エ 受付期間 

令和３年 10 月 15 日（金）から同年 11 月１日（月）午後３時まで 

オ 留意事項 

（ア）現地見学会への参加の有無については、審査対象としない。 

（イ）実施方針及び要求水準書（案）等の資料は各自持参することとし、質問・意見等は受け付

けない。 

（ウ）会場までの移動手段は、各自で手配すること。 

（エ）原則として雨天決行とする。 

（３）実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見の受付及び回答公表 

本公募への参加を希望する者（法人に限る）より、実施方針及び要求水準書（案）に関する質

問・意見の受付を次の要領で受け付ける。 

ア 提出方法 

質問・意見は、様式２「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書」及び様式３「実施方

針・要求水準書（案）に関する意見書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを第８章の４

に示す問合せ先に電子メールにて送信すること。電子メールの件名には「実施方針及び要求水準

書（案）に関する質問・意見」と記載すること。 

なお、提出者は電話により、受信の確認を行うこと。なお、提出者は電話により、受信の確認を

行うことができる。ただし、受付時間は市役所開庁日の９時から１７時までに限る。 

イ 受付期間 

令和３年 10 月 15 日（金）から同年 11 月８日（月）午後３時まで 

ウ 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見への回答公表 

質問・意見に対する回答は、市ホームページにて公表する。 

回答公表日：令和３年 12 月８日（水）【予定】※ 

※質問・意見の内容によっては、随時回答を行う場合がある。 

（４）特定事業の選定・公表 

市は、本事業がＰＦＩ法に基づく事業として実施すべき事業か否かを評価し、ＰＦＩ法に基づ

く事業として実施することが適当であると判断した場合には、ＰＦＩ法第７条に規定する特定事

業の選定を行い、その結果を公表する。 

（５）募集要項等の公表 

市は、募集要項、要求水準書、審査基準、様式集、基本協定書（案）及び事業契約書（案）等

（以下「募集要項等」という。）を市ホームページにて公表する。 
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以降のスケジュールは、募集要項等公表時に明らかにする。 

 

３．参加者の備えるべき参加資格要件 

（１）応募者の構成等 

ア 参加者の構成 

（ア）応募者は、本施設の設計に当たる者（以下「設計企業」という。）、建設に当たる者（以

下「建設企業」という。）、工事監理に当たる者（以下「工事監理企業」という。）、維

持管理に当たる者（以下「維持管理企業」という。）、運営に当たる者（以下「運営企業」

という。）、これら以外のその他の業務に当たる者の複数の企業で構成されるグループ（以

下「応募者」という。）とすること。 

（イ）応募者は、ＳＰＣに出資する企業でＳＰＣから直接業務を請け負う構成員と、ＳＰＣに出

資しない企業でＳＰＣから直接業務を請け負う協力企業で構成すること。応募者は、構成

員のみとすることも可能とする。 

（ウ）構成員及び協力企業は、ＳＰＣから請け負った業務の一部について、第三者に委託、又は

下請人を使用することができる。その場合、当該委託又は請負に係る契約の締結後速やか

に市に通知すること。 

イ 構成員・協力企業・代表企業の選定 

応募者は、参加資格審査申請時に構成員又は協力企業のいずれの立場であるかを明らかにする

こと。又、構成員の中から代表企業を定め、代表企業が参加資格審査の申請及び応募手続きを行

うこと。 

ウ 複数業務の禁止 

同一者が複数の業務に当たることを妨げない。ただし、建設業務と工事監理業務を同一の者、

又は資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねてはならない。 

※「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の２分の１を超える議決権を有し、又

はその出資の総額の２分の１を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のあ

る者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。以下同じ。 

エ 複数提案の禁止 

応募者の構成員、協力企業及びこれらの企業と資本面もしくは人事面において関係のある者は、

他の応募者の構成員及び協力企業になることができない。 

（２）各業務を行う者の参加資格要件 

ア 応募者の参加資格要件（共通） 

応募者の構成企業は、次の参加資格要件を満たすこと。 

（ア）本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

（イ）本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

（ウ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定に該当しない者で

あること。 

（エ）荒尾市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成７年告示第 37 号）に基づく指名停

止期間中でないこと。 
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（オ）荒尾市契約等における暴力団等排除に関する措置要綱（平成 24 年告示第 36 号）第３条の

規定に基づく排除措置等を受けていないこと。 

（カ）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（キ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立てがなされていない

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いない者（ただし、再生手続開始の決定を受けている場合を除く。）であること。 

（ク）ＰＦＩ法第９条に示される欠格事由に該当しないこと。 

（ケ）審査委員会の委員、委員の配偶者又は委員の３親等以内の親族が役員を務め、又は当該法

人の発行済株式総数の２分の１以上の株式を有し、若しくはその出資の総額の２分の１以

上の出資をしている法人でないこと。 

（コ）前号に掲げる法人が２分の１を超える議決権を有し、又は２分の１を超える出資をしてい

る法人でないこと。 

（サ）市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した以下の者と資本面又は人事面におい

て関連のある者が参加していないこと。 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社 

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

イ 応募者の参加資格要件（業務別） 

設計、建設、工事監理、維持管理、運営ほかその他の各業務に当たる者は、上記アの要件の他

に、それぞれ次の資格要件を満たすこと。 

（ア）設計企業 

設計企業は構成員又は協力企業とし、ａからｃまでの要件を全て満たすこと。本業務を複

数の者で行う場合は、少なくとも１者は次の要件を単独で全て満たし、他の者はａの要件を

満たすこと。 

ａ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行

っていること。 

ｂ 平成 23（2011）年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 2,000 ㎡以上の施設に係る

実施設計の元請実績を有していること。 

ｃ 設計企業と、参加資格確認基準日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）

を配置すること。なお、原則として管理技術者の変更は認めないが、市が必要と認めた場

合に限り、管理技術者を変更することができる。 

（イ）建設企業 

建設企業は、ａからｄまでの要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行なう場合は、

少なくとも１者は次の要件を単独で全て満たす構成員とし、他の者はａの要件を満たす構成

員又は協力企業とすること。 

ａ 建設業法第 15 条の規定に基づく工事業について、特定建設業の許可を受けていること。

ただし、複数の者で施工する場合は、施工する企業がそれぞれ担当する業種の許可を受け

ていること。 

ｂ 審査基準日が参加資格確認基準日に直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

における建築一式工事の総合評定値が 800 点以上であること。 
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ｃ 平成 23（2011）年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 2,000 ㎡以上の施設に係る

施工の元請実績を有していること。共同企業体の構成員としての実績は、構成員数が２社

の場合は 30％以上の出資比率の場合、構成員数が３社の場合は 20％以上の出資比率が

ある場合のものに限る。 

ｄ 建設企業と、参加資格確認基準日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係がある、建設業法第 26 条第２項に規定する監理技術者を専任で配置すること。なお、

原則として監理技術者等の変更は認めないが、市が必要と認めた場合に限り、監理技術者

等を変更することができる。 

（ウ）工事監理企業 

工事監理企業は構成員又は協力企業とし、ａからｃまでの要件を全て満たすこと。本業務

を複数の者で行う場合は、少なくとも１者は次の要件を単独で全て満たし、他の者はａの要

件を満たすこと。 

ａ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行

っていること。 

ｂ 平成 23（2011）年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 2,000 ㎡以上の施設に係る

工事監理の元請実績を有していること。 

ｃ 工事監理計企業と、参加資格確認基準日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的

な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（工事監理業務の技術上の管理等を行う者

をいう。）を配置すること。なお、原則として管理技術者の変更は認めないが、市が必要

と認めた場合に限り、管理技術者を変更することができる。 

（エ）維持管理企業 

維持管理企業は構成員又は協力企業とし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１

者はａの要件を満たすこと。 

ａ 平成 23（2011）年４月１日以降に、施設の維持管理業務（建築物保守管理業務又は建築設

備保守管理業務）に係る１年以上の維持管理の実績を有していること。 

（オ）運営企業 

運営企業は、ａからｂまでの要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行なう場合は、

２者でａ、ｂそれぞれを満たす構成員か、もしくは１者でａ及びｂを単独で全て満たす構成

員とすること。他の者は、構成又は協力企業とすること。 

ａ 平成 18（2006）年４月１日以降に、道の駅、物販施設、飲食施設、その他商業施設、観光

施設のいずれかにおける１年以上の運営の実績を有していること。 

ｂ 平成 18（2006）年４月１日以降に、公共施設又は商業施設等での屋内遊び場（遊具が設置

されており、幼児・児童の遊びの支援を目的としたもの）に係る１年以上の運営の実績を

有していること。 

（カ）その他の業務 

上記（ア）から（オ）の業務に当たらない者が参加する場合は、その他の業務に当たる者

として参加するものとする。その他の業務に当たる者は、構成員又は協力企業とし、業務の

遂行において、担当する業務に必要となる資格（許可、登録、認定等）及び資格者を有する

ことを要件とする。 
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（３）参加資格の確認基準日 

参加資格確認基準日は参加資格審査受付日とする。 

（４）参加資格の喪失 

参加資格確認後、応募者の構成員又は協力企業が参加資格要件を満たさなくなった場合は、当

該応募者は参加資格を喪失するものとし、次の取扱いとする。この場合において、参加資格の喪

失に対して、市は費用負担その他一切の責任を負わないものとする。 

又、本事業に関して不正な行為を行った場合の取扱いについては、基本協定書に従うものとす

る。 

ア 参加資格を有する者であることの確認を受けた日から提案書類受付日までの間に参加資格を

喪失した場合 

（ア）代表企業が参加資格を喪失した場合 

参加資格を喪失した代表企業が担当する予定であった業務を、構成員が代わり、かつ、構

成員の中から新たに代表企業を選定する場合に限り、提案書類を提出することができる。た

だし、参加資格を喪失した当初の代表企業を応募者から除外しなければならない。 

（イ）代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格を喪失した場合 

参加資格を喪失した構成員又は協力企業が担当する予定であった業務を、別の構成員又は

協力企業が代わる場合は、提案書類を提出することができる。参加資格を喪失した構成員又

は協力企業が担当する予定であった業務を代わる構成員又は協力企業が、応募者の中に存在

しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員又は協力企業の追加を認める。 

イ 提案書類受付日から優先交渉権者の決定の前日までの間に参加資格を喪失した場合 

（ア）代表企業が参加資格を喪失した場合 

当該応募者を失格とし、当該応募者は審査対象から除外する。 

（イ）代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格を喪失した場合 

参加資格を喪失した構成員又は協力企業が担当する予定であった業務を、別の構成員又は

協力企業が代わる場合は、審査対象とする。参加資格を喪失した構成員又は協力企業が担当

する予定であった業務を代わる構成員又は協力企業が、応募者の中に存在しない場合は、新

たに参加資格の確認を受けた上で、構成員又は協力企業の追加を認める。 

ウ 優先交渉権者決定日から事業契約の締結日の前日までの間に参加資格を喪失した場合 

（ア）代表企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者を失格とし、次順位応募者を優先交渉権者とする。 

（イ）代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格を喪失した場合 

当該応募者を失格とし、次順位応募者を優先交渉権者とする場合がある。ただし、参加資

格を喪失した構成員又は協力企業が担当する予定であった業務を、別の構成員又は協力企業

が代替し、市が契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該優先交渉

権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 

又、参加資格を喪失した構成員又は協力企業が担当する予定であった業務を代わる構成員

又は協力企業が、応募者の中に存在しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、市

が契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、構成員又は協力企業の追加

を認め、当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。 
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エ 参加資格を喪失した企業の取扱い 

ア、イ及びウのいずれの場合においても、参加資格を喪失した構成員又は協力企業は応募者か

ら除外されるものとし、当該企業が出資を予定していた金額については、他の構成員（新たに追

加された構成員を含む。）が拠出しなければならないものとする。 

 
４．提出書類の取扱い 

（１）著作権 

提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、以下の場合、市は事前に事業者と協議の上、

提案書の全部又は一部を使用できるものとする。 

ア 事業者選定過程等の説明を目的とする場合 

イ 荒尾市情報公開条例（平成 13 年条例第 17 号）第６条に基づく開示請求に対し同条例第１４条

の規定に基づき、当該提案書の全部又は一部を開示する場合 

ウ その他市が本事業において公表などを必要と認める場合 

（２）特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、運営方法、維持管理方

法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 

 
５．特別目的会社（ＳＰＣ）との契約手続き 

（１）契約手続き 

市は優先交渉権者と協議を行い、基本協定を締結する。優先交渉権者は基本協定に従い、事業

契約の仮契約締結までに本事業を実施する特別目的会社（ＳＰＣ）を設立すること。この場合に

おいて、市は荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39

年条例第１号）に基づき、必要な議決を付した上でＳＰＣと事業契約を締結する。 

（２）特別目的会社（ＳＰＣ）の設立等の要件 

特別目的会社（ＳＰＣ）は荒尾市内に設立すること。又、応募者の構成員によるＳＰＣへの出

資比率が 50％を超えること。なお、代表企業のＳＰＣへの出資比率は出資者中最大とすること。 

全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、市の事前の書面

による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。 
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第３章 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 
１．基本的考え方 

本事業における責任分担の基本的な考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、

より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の統括管理業務、設計業務、建設

業務、工事監理業務、維持管理業務、運営業務その他関連業務の責任は、原則として事業者が負う

ものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、この限りでない。 

 

２．予想されるリスクと責任分担 
予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、原則として別紙２「リスク分担表（案）」に定

めるものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、募集要項等公表時に明らかにする。 

 

３ 市による事業の実施状況、サービス水準の監視（モニタリング） 
市は、事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水準を

達成しているか否か及び事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを行う。 

（１）設計・建設段階 

市は、事業者が実施する設計業務、建設業務及び工事監理業務が市の定める要求水準に適合す

るものであるか否かについて確認を行う。 

なお、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

（２）施設引渡し段階 

市は、建設工事の完成時に事業者から施設の譲渡を受けるに当たり、事業者により建設された

施設等が契約に定める性能基準を満たしているか完成検査を行う。 

なお、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

（３）開業準備・維持管理・運営段階 

市は、事業者の実施する開業準備・維持管理・運営業務について、定期的に確認を行う。又、

事業者の経営状況、財務状況について定期的に報告を求め、確認を行う。 

なお、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

（４）モニタリングの結果に対する対応 

モニタリングの結果、事業者の実施する業務が市の要求水準を満たしていないと判明した場合

は、市は事業者に業務内容の速やかな改善を求めると共に、業務の未達成の度合いに応じてサー

ビス購入料の減額等を行う。この場合において、事業者は市の改善要求に対し、自らの費用負担

により、改善措置を講ずるものとする。 

なお、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

 

４．事業終了後の措置 
事業者は、事業期間終了時に指定管理施設を市の定める要求水準を満足する状態で、市に引き継

ぐものとする。 
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第４章 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
 
１．敷地条件（本事業の事業用地） 

項目 内容 

所在地 荒尾市大島 

用途地域 近隣商業地域 

敷地面積 約 20,000 ㎡ 

建蔽率 80％ 

容積率 200％ 

防火指定 

なし（ただし、建築基準法第 22 条第１項の規定により指定

した区域に含まれ、建築物の屋根や外壁に防火上の措置が

必要。） 

高度地区 なし 

埋蔵文化財 包蔵地域外 

 
２．施設構成 

第１章１（２）を参照すること。 
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第５章 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 
 
１．基本的な考え方 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は誠意をもって協議するも

のとし、一定期間内に協議が調わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に従うものとする。 

 
２．管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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第６章 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
 
１．事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

事業者が実施する業務が事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、その他事業契約で定める

事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は事業者に対して改

善勧告を行い、改善策の提出・実施を求める。 

 

２．その他の事由により事業の継続が困難となった場合 
事業契約に規定する事由ごとに、責任の所在による改善等の対応方法に従う。 

 
３．金融機関（融資団）と市の協議 

市は、本事業の安定的な継続を確保するため、一定の重要事項について、事業者に資金を融資す

る金融機関等の融資団と協議を行い、以下の事項を含む直接協定を締結することがある。 

（１）金融機関等の融資団が自身の保有する事業者に対する債権回収・保全の状態及び事業者の財務

状況に関する情報を市に報告する義務 
（２）債務不履行事由その他事業契約の解除・終了事由を市が認識した場合に市が金融機関等の融資

団に通知する義務 
（３）事業契約の解除・終了事由が発生した場合に市と金融機関等の融資団が対応を協議する義務 
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第７章 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
 
１．法制上及び税制上の措置 

事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により法制上又は税制上の措置が適用される

こととなる場合は、これによることとする。 

 
２．財政上及び金融上の支援 

事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある

場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものとする。 

 
３．その他の支援に関する事項 

市は事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行うものと

する。 
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第８章 その他特定事業の実施に関し必要な事項 
 
１．議会の議決 

債務負担行為の設定に関する議案を令和３年 12 月に、事業契約に関する議案を令和５年３月に

市議会に提出する予定である。 

 
２．指定管理者の指定 

市は、開業までの間に事業者を維持管理・運営期間中の指定管理者として指定する予定である。 

 
３．応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 
４．問合せ先 

荒尾市 総務部 総合政策課 

〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390 番地 

電 話：0968-57-7622 

ＦＡＸ：0968-64-0940 

Ｅ－Ｍａｉｌ：sougouseisaku@city.arao.lg.jp 
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別紙１ 本施設区分、事業範囲及び事業者の収入形態等について 

施設 
区分 

機能 施設 

担当（●：事業者／〇市） 

事業者の収入 運営パターン 市への支払 備考 施設整備 
（躯体） 

什器・ 
備品調達 

維持 
管理 

運営 
光熱 
水費 

道
の
駅 

地 域
連 携
機能 

物 販
機能 

物産販売所（バックヤード含む） ● ● ● ● ● あり（売上） 独立採算型 施設使用料 ‐ 

加工施設【任意提案】 ● ● ● ● ● 
あり※ 

※市民・団体等に貸し出す場合 
独立採算型 施設使用料 

整備の有無、市民・団体
等への貸出の有無は事業

者の提案とする。 

飲 食
機能 

飲食施設 ● ● ● ● ● あり（売上） 独立採算型 施設使用料 ‐ 

情報発信機
能 

地域情報発信施設 ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

休憩機能 

トイレ ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

ベビーコーナー ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

休憩スペース ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

防災機能 

備蓄倉庫 ● ○ ●※  ● ‐ サービス購入型 ‐ ※備蓄品の更新は市 

自家発電施設 ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

BCP 対策電源 
●※ 

設置場所確保 
○ ○  〇 ‐ サービス購入型 ‐ 

※電源設備の調達・設置
及び更新は市 

マンホールトイレ、貯水施設等 ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

その他 

事務室 ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

会議室（主に施設運営者用） ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

エリアマネジメント事務室 ● ● ● 
※ 

エリマネ 
団体を想定 

※ 
エリマネ 

団体を想定 

あり※ 
※エリマネ団体等への貸付料を

想定 
混合型 ‐ 

設置場所は事業者提案に
委ねる 

交
流 

空
間 

交流機能 大屋根広場 ● ● ● ● ● あり（利用料金） 混合型 
営利目的の催事
は売上の一部を 

還元 
‐ 

保
福
子
施
設 

行政事務 
（直営施設） 

行政事務室、会議室（主に行政事務用） ● ● ●※ ○ ○ ‐ サービス購入型 ‐ 
※行政事務、保健機能、
福祉機能の什器・備品の

維持管理は市 

保健機能 
（直営施設） 

健診会場※、待合スペース※、印刷作業室、
更衣室、倉庫、書庫スペース、洗濯室、検
診車駐車スペース 

● ● ●※ ○※ ○ ‐ サービス購入型 ‐ 
※市は、健診時に多目的
スペースを健診会場及び
待合スペースとして使用 

福祉機能 
（直営施設） 

介護予防スペース※、貸室、コホート研究
室、コホート展示室、書庫、倉庫、啓発コ
ーナー 

● ● ●※ ○※ ○ ‐ サービス購入型 ‐ 

※市は、介護予防事業実
施時に多目的スペースを
介護予防スペースとして

使用 

子育て機能 

遊び場スペース（子ども図書スペース含
む） 

● ● ● ● ● あり（利用料金） 混合型 ‐ ‐ 

託児室 ● ● ● ● ● あり（利用料金） 混合型 ‐ ‐ 

情報コーナー、ベビーコーナー ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

ベビーカー置き場 ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

多世代交流
機能 

多目的スペース ● ● ● ● ● あり（利用料金） 混合型 ‐ - 

調理室 ● ● ● ● ● あり（利用料金） 混合型 ‐  

飲食、休憩スペース ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐  

相談室 ● ● ●※ ○ ○ ‐ サービス購入型 ‐ 
市の直営 

（※直営施設の什器・備
品の維持管理は市） 

その他 
事務室 ● ● ● ● ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

トイレ ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

外構 休憩機能 
駐車場 ● ● ●  ● ‐ サービス購入型 ‐ ‐ 

車中泊対応駐車スペース ● ● ● ● ● あり（利用料金） 独立採算型 施設使用料 ‐ 



25 

別紙２ リスク分担表（案） 
本リスク分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すものであ

る。詳細については、募集要項等とあわせて公表する事業契約書（案）で明らかにする。なお、事

業契約書（案）と重複する箇所については事業契約書（案）の規定が優先する。 
〇：主分担 △：従分担 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集リスク 募集要項等の誤り及び内容の変更に関するもの等 ○  
応募費用リスク 応募手続きに係る費用の負担  ○ 
契約締結リスク※
１ 

契約締結の中止 ○ ○ 

政策変更リスク 市の政策方針や事業計画の変更によるもの ○  

法制度リスク 

本事業に特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するも
の(税制度を除く） 

○  

上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法制
度の新設・変更に関するもの(税制度を除く） 

 ○ 

税制度リスク 
事業者の利益に課される税制度の新設・変更に関するもの  ○ 
上記以外の税制度の新設・変更に関するもの ○  

許認可リスク 
市の事由による許認可の取得又は遅延 ○  
上記以外による許認可の取得又は遅延  ○ 

住民対応リスク 
本事業そのものに関する住民の反対運動・訴訟等が生じた場
合 

○  

上記以外に関する住民の反対運動・訴訟等が生じた場合  ○ 

第三者賠償リスク 
市の事由による事故によるもの ○  
上記以外の事由による事故によるもの  ○ 

不可抗力リスク※
２ 

戦争、風水害、地震等その他自然的又は人為的な現象のうち
通常の予見可能な範囲を超えるもの 

○ △ 

環境影響リスク 
事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩や騒音・
振動・光・臭気に関するもの 

 ○ 

金利リスク 
基準金利確定日以前の金利変動によるもの ○  
基準金利確定日以降の金利変動によるもの  ○ 

地中埋設物リスク 
市があらかじめ提示した事業用地の情報・資料から合理的に
想定できる地質障害や地中障害物等 

 ○ 

上記以外の地質障害、地中障害物等 ○  
物価変動リスク※
２ 

設計・建設期間中の物価変動 ○ △ 
維持管理・運営期間中の物価変動 ○ △ 

事業の中止・延
期・遅延リスク 

市の事由による事業の中止・延期・遅延 ○  
上記以外の事業の中止・延期・遅延  ○ 

性能リスク 要求水準未達によるもの(施工不良を含む）  ○ 

設
計
・
建
設 

測量・調査リス
ク 

市が提示した測量・調査の不備 ○  
上記以外の測量・調査の不備  ○ 

設計遅延・設計
費の増大リスク 

市の事由により設計の完了遅延･設計費の増大 ○  
上記以外の事由による設計の完了遅延・設計費の増大  ○ 

設計変更リスク 
市の事由による大幅な計画・設計変更等 ○  
上記以外の事由による大幅な計画・設計変更等  ○ 

工事遅延・工事
費の増大リスク 

市の事由による工事遅延、工事費の増大 ○  
上記以外の事由による工事遅延、工事費の増大  ○ 

維
持
管
理
・
運
営 

遅延リスク 
市の事由による維持管理・運営開始の遅延に関するもの ○  

上記以外の事由による維持管理・運営開始の遅延に関するも
の 

 ○ 

什器・備品管理
リスク 

市の事由による什器・備品等の破損・紛失・盗難 ○  
上記以外の事業期間中に必要となる什器・備品等の破損・紛
失・盗難 

 ○ 

什器・備品更新
リスク 

市の事由による業務に関する什器・備品等の更新 ○  
上記以外の事業期間中に必要となる什器・備品等の更新  ○ 
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段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

維
持
管
理
・
運
営 

契約不適合リス
ク 

事業契約に規定する契約不適合責任期間中に見つかったこ
とに関するもの 

 ○ 

事業契約に規定する契約不適合責任期間後に見つかったこ
とに関するもの 

○  

施設損傷・劣化
リスク 

事業者の責（適切な維持管理業務を怠ったこと等）に帰すべ
き事由による施設の損傷・劣化に関するもの 

 ○ 

上記以外の事由によるもの ○  
業務内容変更リ
スク 

市の事由による業務内容変更 ○  
上記以外の事由による業務内容変更によるもの  ○ 

情報流出リスク 
市の事由による個人情報の流出 ○  
上記以外の事由による個人情報の流出  ○ 

維持管理費・運営
費の増大リスク 

市の事由による維持管理費・運営費の増大 ○  
上記以外の事由による維持管理費・運営費の増大  ○ 

需要変動リスク 
運営業務における利用者又は来訪者数等の増減に関するも
の 

 ○ 

※１：不正行為によるものを除き事由の如何を問わず、市又は事業者は自らに発生する費用を負担す

る。 

※２：一定の範囲内は事業者負担、それを超える場合は市負担とする。 
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別紙３ 位置図及び事業用地 
１．位置図 

 
出典：(c) NTT InfraNet  

 

２．事業用地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：荒尾市南新地土地区画整理事業 設計図（一部加筆） 

500ｍ 

（仮称）荒尾北 IC 

(出入口) 

「荒尾市ウェルネス拠点施設」 
整備検討街区 

ホテル（想定） 
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様式１ 現地見学会 参加申込書 
令和  年  月  日 

荒尾市長 浅田 敏彦 殿 
 

現地見学会 参加申込書 

 
「荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業」の現地見学会への参加を申し込みます。 
 

会社名 
 
 

所在地 
 
 

担当者名 
（連絡窓口） 

氏名  

部署名 
 
 

電話  

ＦＡＸ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 所属 氏名 

参加者名 
（上記担当者含む３名まで） 

  

  

  
現地見学希望日時 

第１希望から第３希望まで 
記載してください。 

（見学は最大１時間以内） 

第１希望： 月 日（ ） 時 分～ 時 分 

第２希望： 月 日（ ） 時 分～ 時 分 

第３希望： 月 日（ ） 時 分～ 時 分 

※Microsoft 社製 Word（Windows 版）のファイル形式で提出してください。 
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様式２ 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書 
令和  年  月  日 

荒尾市長 浅田 敏彦 殿 
 

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書 

 
 
 「荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業」に関する実施方針及び要求水準書（案）に

ついて、次のとおり質問がありますので提出します。 
 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

提出質問数  

 
 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 

1        

2        

…        

        

(例) 実施方針 １ １ （１） ア 事業名称  

※Microsoft 社製 Excel（Windows 版）のファイル形式で提出してください。 
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様式３ 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書 
令和  年  月  日 

荒尾市長 浅田 敏彦 殿 宛 
 

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書 

 
 
 「荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業」に関する実施方針及び要求水準書（案）

について、次のとおり意見がありますので提出します。 
 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

提出意数  

 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 

1        

2        

…        

        

(例) 実施方針 １ １ （１） ア 事業名称  

※Microsoft 社製 Excel（Windows 版）のファイル形式で提出してください。 
 


